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「横浜市中小企業女性活躍推進事業」 

業 務 説 明 資 料 

 

 本資料に記載した内容には、現在、検討中のものも含まれるため、本プロポーザルの

みの設定条件とし、将来の業務委託の条件となるものではありません。 

 

１ 件名 

横浜市中小企業女性活躍推進事業業務委託 

 

２ 業務目的 

市内中小企業に対し、女性活躍推進が重要な経営戦略であることを啓発し、誰もが

柔軟に働ける環境の整備及び職場風土の改善を支援することにより、企業の経営力・

競争力を高める。 

３ 事業概要 

(1) 契約期間 

  契約締結日から令和３年３月 31 日（水）とします。 

 (2) 概算業務価格 

参考見積書は、業務価格 4,100 千円（税込）を上限として作成してください。 

〔単価を明記し、消費税は 10%で積算してください（様式は自由）〕。 

 (3) 履行場所 

   横浜市内とします。 

 

４ 委託業務概要 

(1) 委託内容 

ア 女性活躍推進セミナーの企画・運営 

イ 女性活躍推進専門家派遣の実施 

ウ 「女性活躍推進事例集」に掲載する企業への取材・原稿及び冊子の作成 

エ 参加企業や参加者の掘り起こし、募集、受付及び選定の実施 

オ その他、事業広報、アンケートの実施 

(2) 成果品 

  ア 年間事業計画書（年度当初） １部  

イ 半期実績報告書（上半期の実績報告書） １部 

ウ 年間実績報告書（契約期間内に提出）  １部 

   エ アンケートの実施・結果報告 １部 

※各成果品については、電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）もあわせて提出すること。 
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５ 委託料の支払い 

委託料は、「実績報告書」を提出後、市で検査した後に支払うものとする。 

業務委託仕様書の「３(2)女性活躍推進専門家派遣の実施」にあたっては、実績に

応じて支払うものとする。 

 

６ 条件・仕様など 

(1) 参考見積書の内訳 

事業費等の金額の内訳は、提案する事業内容によるものとします。 

(2) その他仕様 

別添「業務委託仕様書」のとおり 

 


